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令和８年度  
京都市立葵小学校「学校いじめの防止等基本方針」 

 

１ 総則 

⑴  目的 

 

⑵  基本理念 

 

２ いじめ対策委員会 
 

  ア 構成員（職名又は校務分掌）と役割 

校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、各学年1名、スクールカウン
セラー、スクールソーシャルワーカーほか必要に応じて該当する担当者 
＊定例委員会以外に適宜開催する際は、必ずしも上記メンバーで行うわけでは
ない。迅速かつ適時に動くことを目指す。 

   

  イ 開催時期  

定例委員会（生徒指導委員会開催時）＋適宜必要に応じて 
※緊急対応の場合はこの限りではない 

 
ウ 委員会として取り組む内容 

① 取組や行動計画の確認 
② 未然防止対策、早期発見に向けての対策などの確認 
③ 各学年児童の情報交換及び課題の共有 
④ いじめに関わる情報に対する支援、指導、保護者との連携の確認 
⑤ 関係諸機関との連携対応 

※ 会議の回数・実施時期については、後述の「年間計画」に記載 
 
 
 

いじめは、個々の人格を完全に否定する行為であり、誰もがもつべき「かけがえ

のない存在として生きていく権利」を奪うものである。また、いじめを受けた子ど

もの教育を受ける権利をも著しく侵害することにつながる。 

本方針は、子どもの尊厳を保持する目的のもと、いじめ防止対策推進法（平成 25

年法律第 71号）第 13条を受け、平成２６年１０月１０日に施行「京都市いじめ防

止等に関する条例」第１０条に基づいている。さらに平成 29 年 3 月制定の「いじ

めの防止等のための基本的な方針」の内容や京都市の現状を踏まえ、平成 29 年 9

月に改定した京都市いじめの防止等取組指針をもとに、本校におけるいじめの防止

対策の基本的な方向、取組内容を策定するものである。 

すべての児童が、安心して学校生活を送り、「友に学ぶ 共につくる 葵校」を

めざして、個々がのびのびと力を発揮しながら活動し、自己を高めていくための環

境を整えることを基本理念とする。いじめのない学校づくりは、日常の個や集団の

実態を継続して観察し把握すること、一人一人の心の安定を保てるような働きかけ

を行っていくことから始まると考える。そのためには、学校教職員が、家庭、地域、

関係諸機関と連携しながら取り組んでいかなければならない。 

葵小学校生徒指導委員会（いじめ対策・不登校対策委員会） 
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３ 学校いじめ防止プログラム 
⑴ 学校におけるいじめの未然防止のための取組 

  

学習環境の整備 

・整理整頓や清掃指導の徹底、ハートルームの活用等、児童の心の安定が図れ
る落ちついた学習環境を整える。 

 

授業改善 

  
 
 
 

 

道徳教育、人権教育の充実 

・自らの良さや高まりに気づけるような働きかけを心がけるとともに、友だち
の良さや伸びを互いに喜び合い、心の安定を保てるようにする。 

・たてわり活動、地域や保護者との協働体験を行うことによって、道徳的価値
の深まりを図る。 

・非行防止教室を実施する。（時期については関係諸機関と相談して決定する） 

  
  児童生徒が主体的に行う活動や体験活動の充実 

・児童会活動や学級活動、係活動の活性化を図り、集団の一員としての自覚を
深め、自己有用感を高める取組を推進する。 

・児童会主催のあいさつ運動や、勤労体験などを通して、心のふれあいをもて

るようにする。 
・土曜学習等、ＰＴＡ、地域諸団体と連携した体験活動を充実し、探究心を養
い、さらに友達とのかかわりを主体的につくろうとする経験を積むことがで
きるようにする。 

 
  児童生徒同士の絆づくり 

・きらりタイムを月1回設定し、テーマに沿ったソーシャルスキル教育（心の学
習）を学年発達に応じて実施する。 

・いじめに関するポスターづくりや作文による意見交流を行う。 
・なかよしタイム、対話の時間を通して自己受容、自己肯定感を高める。  
・宿泊を伴う学習や校外での体験活動、また、スポーツ参観や学びフェスタな

どの学校行事を通しての人間関係づくり、仲間づくりを行う。 

 
⑵  いじめの早期発見のための措置・積極的認知のための措置 
  

日常の児童生徒に関する情報共有 

・日頃から児童一人一人の表情、言動を注意深く観察し、異状に気付いた時に
は、学年主任や生徒指導主任、管理職に相談し、今後の対策を立てる。その
際、保護者とも早期に連絡を取り合い、家庭での様子についてもうかがう。 

・指導の経過や結果については、必ず生徒指導委員会（ホットハートプロジェ
クト）で情報共有し、次なる手立てについての相談を行う。 

 

 
 
 
 

・すべての児童がわかる喜びをもてるように、個に応じた指導を目指した教材
研究、実践を行う。 

・学級集団を規律が伴った学習集団にする。 
・言語操作能力、幅広く柔軟な思考力の育成を目指した授業の構築をする。  
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児童生徒に対する定期的な調査 

  

（ア）アンケートの実施 

・記名式アンケートを行うとともに、原則的に４～6年生についてはクラスマネ

ジメントシートを活用する。 

 
（イ）教育相談の実施 

・日常より、担任以外の養護教諭、同学年担当教員、教務主任、管理職への児
童からの相談ができやすい雰囲気づくりと組織づくりに努める。担任以外の
教員複数が一人一人の児童を見守り、相談窓口となる「複数指導体制」をし
く。 

 

 
上記調査等の結果の検証及び組織的な対処 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

⑴ いじめが起こったときの措置及び組織的な対処 
 

 基本的な考え方 

いじめが表面化した時点では、すでに事態は複雑化している。したがって、
日頃からいじめにつながる言動に細心の注意を払うことが前提である。気にな
る状況が見られたら、発見者が迷うことなく学年担当者や生徒指導主任に報告

し、チームとしての対応へつなげることとする。 

 
いじめやその疑いを把握したときの校内での情報共有及び対応 
 

緊急に生徒指導委員会をもつ。管理職が中心となり、対応策を練る。留意す

べき事項は、状況の聞き取りをどのような順にどんな形で行い、どのように記
録に残していくのかなどの方法についても、具体的に共通理解を図ることであ
る。対応経過の報告、次なる手立ての考察を連続的に行うことも欠かせない点
である。 

    

 

次ページにフローチャートにて図示 

 

 

 

 
 
 
 

・結果を分析し、必要に応じて個別に面談を実施する等の対策を行う。 
・成果と課題から、いじめ対策委員会において、いじめ未然防止に迫るための
手立てを見直し、より効果的な方策を練る。 
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≪いじめ事案に対する組織的な対応の流れ≫ 
 
 
『学校いじめ防止基本方針』 

□学校いじめ防止プログラムの策定 

□教職員、児童生徒、保護者、地域への周知 

□取組状況を学校評価に位置付け、点検・評価を 

 行い、必要に応じて改善 

 

         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         

 

『いじめ対策委員会』 

□担任（担当者）といじめ対策委員会との連携 

方法の確認・周知 

□臨時の委員会開催時の手順確認・周知 

□児童生徒、保護者、地域への周知 

□いじめの認知・解消の判断について確認 

前 提 と な る 基 本 事 項  

     
 ・学習環境の整備       ・授業改善 

     ・道徳教育・人権教育の充実  ・児童生徒が主体的に行う活動や 
     ・児童生徒同士の絆づくり    体験活動の充実 

未 然 防 止 の 取 組 （ 発 達 支 持 的 生 徒 指 導 の 充 実 ）  
予 防 

      
・教職員、児童生徒、保護者、地域、その他からの情報から 

     ・アンケート調査等の情報から 等 

いじめ（その疑いがあるものを含む。以下同じ）の情報を把握 
見逃しのない 

観察 

組織（いじめ対策委員会）で情報共有し、事実関係を把握する。 

【いじめ対策委員会で共有】 
●まず、いじめ対策委員会で情報共有を行い、
聴き取り・指導・支援体制を検討。 

【事実確認】 
●複数教職員で対応し、「いじめ」の認知は、表面
的・形式的に行わず、組織的に判断する。 

●いじめを受けた児童生徒と、いじめを行った児童
生徒を個別で聴き取る。 

●何があったのかについて丁寧に事実確認を行う。 
●聴き取った内容は、時系列で事実経過を確認・整
理して、記録をまとめておく。 

手遅れのない 

対応 

管理職のリーダシップの下、学校としての対応方針を決定する。 

[認識の共有化・行動の一元化] 

【児童生徒への指導・支援】 
●いじめを受けた児童生徒は「絶対守る」「必ず
解決する」という学校の姿勢を示す。 

●登下校、休み時間、清掃時間等、隙間の時間を
つくらず、被害児童・生徒を見守るとともに、必
要に応じてＳＣ、SSW、パトナ等との連携を図る。 
●いじめを行った児童生徒に対し，二度と繰り返
さないよう、自らの非を深く自覚させ、再発防
止に向けた指導を行う。 

●周囲の児童生徒に対し、いじめを他人事ではな
く、自分たちの問題として捉えさせる。 

●担任（担当者）をはじめ、つながり
のある教職員を中心に、速やかに、
関係児童生徒（加害・被害とも）の
家庭訪問等を行い、事実関係と今後
の指導方針を説明し、必要な連携を
求める。 

【保護者への連絡・家庭との連携】 

【謝罪の場の設定】 
●いじめを受けた児童生徒・保護者の意向を十分
尊重し、関係児童生徒、保護者が一堂に集まり
謝罪をする場をもつ。 

※事案内容によってはこの限りではない。 

【関係機関との連携】 
●必要に応じて警察、児童相談所等と
連携して対処。 

【学校全体での継続的な指導・支援】 
●少なくとも以下の２つの要件が満たされるまで支援を継続する。 
 ①いじめに係る行為が少なくとも３か月間止んでいること （救済） 
 ②いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと （回復） 
 ※面談等により確認し、解消判断は個人ではなく組織（いじめ対策委員会）で行う。 
  

【教育委員会へ

の報告・連携】 
●重大事態の疑
いがある等、い
じめ事案の内容
により、直ちに
教育委員会へ報
告し、連携して
対処する。 

「いじめの解消」まで継続的な指導や支援の実施 

心の通った 

指導 
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インターネットを通じて行われるいじめへの対応 

教職員全員がネットを通じて行われている不適切な行為についての認識が深

いとは限らない。まずは、研修や書籍、マスコミなどの情報から教職員が現状
について知識として獲得することから始める。そうしたうえで、学級活動、道
徳、人権学習の時間などを活用して、指導していく必要がある。 

 

   「いじめの解消」の定義を踏まえた見守り及び再発防止に向けた取組 

・生徒指導委員会を中心とする児童の見守り及び情報共有。 
・きらりタイムの実施。 
・非行防止教室の実施。 
・なかよしタイム、対話の時間の実施。 

 

 

（４）教職員の資質能力向上の取組 

 
 内容（いじめ事案対処に関する校内研修等） 

「いじめ防止対策推進法」「生徒指導委員会」をふまえ、全教職員に対し、未
然防止対策、早期発見に向けた対策、発覚時の適切な対応などに関する研修
（「いじめに対する教職員の意識向上」「学級集団及び個々の児童の良さや課
題の共有」）などを実施する。 

 
研修の時期 

4月、5月、7月、8月、11月、2月に生徒指導研修を実施する。 

 

 

４． 保護者・地域・関係機関との連携 

    

   保護者・地域への情報発信、啓発、協同の取組 

・学校だより、学年だより、ホームページで取組の紹介や児童の反応、変容な

どの情報発信をする。 
・葵ふれあい学習を行い、人権をテーマとして児童、保護者、教員が意見交流
する機会をもつ。（各学年） 

・葵小学校PTA、葵小学校運営協議会との連携のもと、いじめ問題やその対応に
かかわる基本方針を共有する機会をもつ。また、下鴨警察署、京都市教育委

員会生徒指導課、京都市児童相談所との連携を図り、専門的なアドバイスを
受け、加害児童、被害児童の精神的ケアを図る。 

・日常から葵小学校の状況を関係諸機関に知らせる。緊急時の連絡や、毎月の
問題行動についての報告を情報伝達の手段とする。 

 
５ 重大事態への対処 
 
⑴  基本的な考え方 

いじめ防止対策推進法をふまえ、京都市教育委員会を通じて、重大事態発生
の旨を市長に報告するとともに、京都市教育委員会の指導及び支援を受けつ
つ、事実関係を明確にするための調査を行う。 
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⑵  重大事態が発覚したときの対応 

速やかに京都市教育委員会に報告し、調査の主体などについての協議を行
う。重大事態として取り扱う案件は、（①生命・心身または財産に重大な被害

が生じた疑いがあると認めるとき。②相当の期間、学校を欠席することを余儀
なくされている疑いがあると認められるとき。）が主なものである。また、児
童や保護者からの申し出の内容から、重大事態の疑いがあると判断した場合も
含めることとする。また、児童や保護者からいじめられて重大な被害が生じた
という申し出があったときは、重大事態が発生したものとして調査・報告す
る。 

    
６ 年間計画（予定） 

  いじめの防止等のための取組として、「年間計画」を下表のように示し実施する。た

だし、年度途中に計画の見直しを行い予定を変更する場合がある。 

月 
対策会議（いじめ対策委員会等）の開催や 

教職員の資質能力向上（校内研修）の取組 
未然防止の取組 

早期発見・積極的

認知の取組 

保護者等への啓発 

関係機関との連携 

４ 

・生徒指導校内研修会 

「学校いじめの防止等基本方針の共有」 

「年間計画と役割の明確化」 

「いじめ防止プログラムの確認と共有」 

・いじめ対策委員会 

（ホットハートプロジェクト） 

「校内体制や組織的対応の共有」 

【共通】 

・入学式 

・学級開き 

・全校集会で児童に説明 

・「ホットハートプロジェク

トの紹介」 

・「あいさつ運動」強化週間 

 

・前年度のアンケー

ト 

・クラスマネジメン

トシートの結果を

学年で共有 

（4～6 年） 

・教育相談 

・ＨＰによる啓発 

・授業参観 

・学級懇談会の中

で保護者啓発 

５ 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「記名式アンケートの実施に向けて」 

「いじめ等、気になる児童の確認」 

・生徒指導校内研修会 

 「いじめ等、気になる児童の共有」 

【共通】 

・憲法月間の講話の中で、い

じめの問題について話す 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」「対話の時間」 

・１年生を迎える会 

・教育相談 ・憲法月間「学校だ

より」で啓発  

・学校運営協議会

で説明 

・個人懇談会 

６ 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「アンケート・教育相談の結果の共有」 

「クラスマネジメントシート・記名いじめア

ンケートの実施に向けて」 

【共通】 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」「対話の時間」 

【５年】非行防止教室 

【６年】修学旅行 

・第 1 回記名式アン

ケートの実施、学

年集約と共有 

・教育相談 

 

・授業参観 

・引き渡し訓練 

７ 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「クラスマネジメントシートの結果」 

「記名いじめアンケートの結果」 

【共通】 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」 

 

・教育相談 ・個人懇談会 

・地生連で広報 

８ 

・生徒指導校内夏季研修会 

「4 月～7 月いじめ事案の経過」 

「いじめ防止プログラムの見直しの共有」 

【共通】 

・「あいさつ運動」強化週間 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」 

・教育相談  

９ 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「未然防止に向けた取組の確認」 

「学校評価の実施に向けて」 

【共通】 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」 

・学校評価 

・教育相談 

・授業参観 

（葵ふれあい学習） 

・学級懇談会 
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・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「記名式アンケートの実施に向けて」 

・生徒指導校内研修会 

 「学校評価の結果の共有」 

【共通】 

・スポーツフェスタ 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」 

・クラスマネジメン

トシートの実施（4

～6 年）、 

学年集約と共有 

・教育相談 

・学校運営協議会 

（評価） 

11 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「アンケート・教育相談の結果の共有」 

「校内研修会（授業提案）に向けて 

【共通】 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」 

【５年】花背山の家宿泊学習 

 

・第２回記名式アン

ケートの実施、学

年集約と共有② 

・教育相談 

 

12 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「基本方針の見直しと作業に向けて」 

「いじめ防止プログラムの見直しと確認」 

・生徒指導校内研修会 

「いじめ防止プログラムの見直し」 

【共通】 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」「対話の時間」 

・アートフェスタ（作品展） 

・教育相談 ・人権月間「学校だ

より」で啓発 

・個人懇談会 

１ 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「9 月～12 月いじめ事案の経過」 

「クラスマネジメントシート・記名いじめア

ンケートの実施に向けて」 

【共通】 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」「対話の時間」 

・「あいさつ運動」強化週間 

・教育相談  

２ 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「クラスマネジメントシートの結果」 

「記名いじめアンケートの結果」 

「年間を通してのいじめ事案の経過」 

「学校評価の実施に向けて」 

・生徒指導校内研修会（年間反省） 

「今年度の反省と次年度への課題」 

「いじめ事案の経過と課題の共有」 

【共通】 

・「なかよしタイム」「きらり

タイム」「対話の時間」 

・学びフェスタ（学習発表会） 

【６年】非行防止教室 

・学校評価 

・教育相談 

・新 1 年入学説明

会で校長から講

話 

・家庭地域教育学

級で講演会 

・ＰＴＡ総会で啓

発 

３ 

・生徒指導部会 

→必要に応じてケース会議、いじめ対策委員会 

「いじめ防止プログラムの見直しと確認」 

 

【共通】 

・６年生を送る会 

・卒業式 

・次年度に向け、ア

ンケート等の結果

の学年集約（全学

年） 

・アンケート原本の

保管（５年保存） 

・教育相談 

・授業参観 

・学校運営協議会 

（評価） 

 


